
みんなに親しまれる駅づくり事業補助金交付要綱 

 

 

（趣 旨） 

第１条 県は、地域の拠点である鉄道駅をだれにでも親しまれ、利用しやす

いものとするため、駅施設の整備等を実施する市町村に対し、予算の範囲

内において補助金を交付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭

和４０年埼玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、この要綱に定めるところによる。 

 

（補助対象市町村） 

第１条の２ 補助金の交付の対象となる市町村は、次のとおりとする。ただ

し、政令指定都市は除く。 

（１）駅施設の整備を実施する市町村 

（２）駅施設の整備を実施する鉄道事業者に対し補助、負担をする市町村 

 

（補助対象事業） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）

は次のとおりとする。ただし、国庫補助金（地域公共交通確保維持改善事

業費補助金、鉄道駅総合改善事業、社会資本整備総合交付金及び訪日外国

人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金は除く。）、国庫負担金及び

他の県費補助金が交付される事業は除く。 

（１）駅利用の円滑な移動に資する施設整備 

（２）駅利用の快適性・利便性の向上に資する施設整備 

（３）その他知事が特に認める事業 

 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の対象となる経費は、施設の整備に係る経費及び関連附帯工

事に係る経費（いずれも設計費は除く）から鉄道事業者が負担する額、国

庫補助金、地方債等（埼玉県ふるさと創造貸付金により貸付を受けた額は

除く）を控除した経費とする。 

 

（補助額） 

第４条 前条の経費に対する補助額は、市町村が駅施設の整備を実施する場

合においては補助対象経費の２分の１以内で知事の定める額、鉄道事業者



が実施する場合においては補助対象経費のうち鉄道事業者に補助、負担す

る額の２分の１以内で知事の定める額とする。ただし、前年度の普通交付

税不交付団体に対しては、それぞれ３分の１以内とする。 

 

（補助限度額） 

第５条 補助限度額については次のとおりとする。 

（１）１施設あたりの補助上限額は２０，０００千円とする。 

（２）１市町村あたりの補助下限額は市にあっては１，０００千円、町村にあっては 

  ５００千円とする。 

 

（申請書の様式等） 

第６条 規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとする。 

２ 規則第４条第１項の申請書の提出期限は、毎会計年度定めるものとし、

補助金の交付の申請をしようとする者に対して通知するものとする。 

３ 規則第４条第２項第１号及び第２号に掲げる事項に係る書類の添付は要

しない。 

４ 規則第４条第２項第５号に規定する知事の定める事項は、別に定める書

類とする。 

 

（交付決定通知書の様式） 

第７条 規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第２号のとおりとする。 

 

（事業内容の変更等の承認申請等） 

第８条 補助対象事業者は、規則第６条の規定に基づいて知事の付した条件

に従い、知事の承認を得ようとする場合は、様式第３号の変更（中止・廃

止）承認申請書を知事に提出しなければならない。 

２ 規則第６条第１項第１号に規定する知事が定める軽微な変更は、補助対

象事業の重要な部分に関するもの以外の変更で、補助対象経費の額に変更

を生じない範囲の変更とする。 

 

（状況報告等） 

第９条 補助対象事業者は、知事の要求があったときは、補助対象事業の遂

行の状況等について、当該要求に係る事項を書面で知事に報告しなければ

ならない。 

２ 知事は必要に応じて、補助対象事業の遂行の状況等について調査できる

ものとする。 



 

（実績報告書の様式等） 

第１０条 規則第１３条の実績報告書の様式は、様式第４号のとおりとする。 

２ 前項の報告書の提出期限は、補助対象事業の完了（補助対象事業の中止

又は廃止の場合を含む。）後３０日以内、又は当該補助金の交付の決定に

係る会計年度終了の日のいずれか早い期日とする。 

 

（交付額確定通知書の様式） 

第１１条 規則第１４条の交付額確定通知書の様式は、様式第５号のとおり

とする。 

 

（財産処分の制限） 

第１２条 市町村は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産

を、知事の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただ

し、市町村が補助金の全部に相当する額（加算金又は延滞金を納付しなけ

ればならない場合には、それらの額を含む。）を県に納付した場合又は減

価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に

定める耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。 

２ 市町村は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ、様式第６号

による財産処分承認申請書を知事に提出し、その承認を受けなければなら

ない。 

３ 市町村又は鉄道事業者が補助対象事業により取得し、又は効用の増加し

た財産を処分したときは、補助金の全部又は一部を市町村から県に返還さ

せることができるものとする。 

 

（書類の整備等） 

第１３条 市町村は、補助対象事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳

簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管して

おかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助対象事業の完了の日の属する

会計年度の翌会計年度から５年間保管しなければならない。 

 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に

知事が定める。 



 

   附 則 

 この要綱は、平成９年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１１年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１２年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１３年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から適用する。ただし、第４条ただし書

きの規定のうち鉄道事業者が実施する場合の補助額は、平成１８年４月１日

から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から適用する。ただし、第５条（２）の

規定については、平成２６年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年５月３１日から適用する。 

 


